
 

新潟県先天性代謝異常等検査実施要綱 新旧対照表 （R6.10.1改正） 

改正後 現行 

１～４ 略 

５（１）略 

５（２） 

ア～イ 略 

 

ウ 先天性副腎過形成症についてはエンザイムイムノアッセイ法(ELISA 法）に

より行い、カットオフ値以上になったものをタンデムマス法により行う。ただ

し、検査結果が異常のため、⑷に定める再採血を行う場合は、エンザイムイム

ノアッセイ法(ELISA法）とタンデムマス法をあわせて行う。 

エ 先天性甲状腺機能低下症についてはエンザイムイムノアッセイ法(ELISA

法）により行う。 

 

５（３）～（４）略 

６～１０ 略 

 

附則 

この要綱は、令和６年10月１日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１～４ 略 

５（１）略 

５（２） 

ア～イ 略 

 

ウ 先天性副腎過形成症及び先天性甲状腺機能低下症については、エンザイム

イムノアッセイ法（ELISA法）により行う。 

 

 

 

 

 

５（３）～（４）略 

６～１０ 略 

 

附則  

 

 

 

 

 



 

 

改正後 現行 

（以下、別冊） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下、別冊） 



 

改正後 現行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

改正後 現行 

 

 

 

 

  

 


